
監査テーマ： 教育委員会の財務事務の執行について 令和７年10月末現在

結果 意見

14 102 社会教育課
施設の維持管理
経費（勤労青少年
ホーム）

勤労青少年ホームの使用
者の範囲について

　実際の利用者の範囲と、条例の定める使用者の範囲に
齟齬が生じており、直ちに何らかの損害が発生することは
想定しがたいが、現在の実態に則した条例の改正を検討
すべきである。

　令和６年６月に運営審議会を立ち上げ、今後の施設の
在り方について検討を開始している。審議会の意見を踏
まえ方向性を明らかにしたのち、条例改正の対応につい
ても決定するもの。なお、現在の利用者のうち条例の定
める使用者の範囲を超える者については、ただし書きに
よる例外規定の適用により対応する。

現状維持

34 150 総合教育センター
国際理解教育・英
語教育推進事業

公舎の備品管理体制に
ついて

　備品台帳だけでなく、公舎別の備品一覧を作成・活用
して、日常的に物品管理を行える管理体制が望ましい。

　令和７年３月末までに、公舎別の備品一覧を作成する。
　また、ALT入れ替え時を中心に備品確認を行うことと
し、市とALTの両者で備品を適正に確認するものとする。

措置済

　令和４年度包括外部監査結果に対する措置状況（教育委員会）
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